
1 道路 国道219号 道路改築事業（球泉洞バイパス） 球磨村
延長 L=1,560m､幅員 W=12.0m
(うちﾄﾝﾈﾙ L=1,170m)

H6 H19 イ 46.0 11.3 25% 継続

2 道路 国道266号 道路改築事業（高戸バイパス） 龍ヶ岳町
延長 L=2,730m､幅員 W=11.0m
(うちﾄﾝﾈﾙ L=409m)

H6 H19 イ 48.0 28.0 58% 継続

3 道路 国道325号 道路改築事業（旭志拡幅）
菊池市
大津町

延長 L=4,200m､幅員 W=25.0m H6 H19 イ 50.4 33.5 66% 継続

4 道路 国道445号 道路改築事業（樅木拡幅） 泉村
延長 L=3,500m､幅員 W=7.0m
(うちﾄﾝﾈﾙ L=758m)

H1 H17 (イ) 115.0 110.2 96% 継続

5 道路 国道445号
道路改築事業（泉～相良バイパ
ス）

泉村
五木村

延長 L=9,985m､幅員 W=7.0m
(うちﾄﾝﾈﾙ L=2,782m)

S57 H20 (イ) 53.0 26.9 51% 継続

6 道路 国道266号 交通安全施設等整備事業 大矢野町
自転車歩行者道工
延長 L=2,040m､幅員 W=3.5m

H6 H17 イ 13.9 11.4 82% 継続

7 河川 菊池川 広域基幹河川改修事業 菊池市 改修延長 L=2,400m､堰 1基､橋梁 4橋 S62 H30 (イ) 49.0 27.8 57% 継続

8 河川 浜戸川 広域基幹河川改修事業
富合町
城南町

改修延長 L=8,950m､堰 3基､橋梁 14橋 S35 H24 (イ) 180.0 161.4 90% 継続

9 河川 浦川 広域基幹河川改修事業
荒尾市
長洲町

改修延長 L=5,574m､堰 3基､橋梁 13橋 S56 H17 (イ) 96.8 88.7 92% 継続

10 河川 大野川 広域基幹河川改修事業
松橋町
不知火町

改修延長 L=11,100m､堰 6基､橋梁 22橋 S48 H30 (イ) 157.5 112.3 71% 継続

11 河川 水俣川 広域基幹河川改修事業 水俣市 改修延長 L=7,185m､堰 3基､橋梁 3橋 S55 H25 (イ) 50.0 29.3 59% 継続

12 河川
筑後川
（志賀瀬川）

広域一般河川改修事業
小国町
南小国町

改修延長 L=3,080m､堰 1基､橋梁 4橋 S42 H23 (イ) 24.0 17.8 74% 継続

13 河川 上内田川 広域一般河川改修事業
菊鹿町
鹿本町
七城町

改修延長 L=2,400m､堰 4基､橋梁 2橋 S61 H18 (イ) 25.1 19.1 76% 継続

14 河川 天明新川 広域基幹河川改修事業 熊本市 改修延長 L=11,400m､堰 3基､橋梁 24橋 S54 H30 (イ) 170.0 114.0 67% 継続

15 河川 坪井川 広域基幹河川改修事業

熊本市
西合志町
菊陽町
合志町

改修延長 L=37,300m､堰 1基､橋梁 41橋 S33 H18 (イ) 328.3 306.1 93% 継続

16 河川 潤川 統合一級河川整備事業
宇土市
富合町

改修延長 L=2,250m､橋梁 4橋 S60 H29 (イ) 90.0 42.5 47% 継続

17 河川 福川 統合一級河川整備事業 人吉市 改修延長 L=1,221m､堰 2基､橋梁 5橋 S56 H17 (イ) 12.9 12.0 93% 継続

18 河川 網津川 統合二級河川整備事業 宇土市 改修延長 L=2,200m､堰 1基､橋梁 6橋 S51 H30 (イ) 66.7 33.2 50% 継続

19 河川 広瀬川 統合二級河川整備事業 本渡市 改修延長 L=2,700m､堰 3基､橋梁 2橋 S57 H16 (イ) 18.3 16.3 89% 継続

20 ダム 五木ダム 治水ダム建設事業 五木村 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ V=119,000m3､H=61.0m S43 H20 (イ) （185.0) 141.2 (76%)
継続

（本体の評価保
留）
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21 ダム 釈迦院ダム 河川総合開発事業 中央町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ V=120,000m3､H=52.0m S57 H22 (イ) 223.0 19.5 9% 中止

22 ダム 路木ダム 河川総合開発事業
牛深市
河浦町

重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ V=88,000m3､H=53.0m H4 H25 (イ) 90.0 22.5 25% 継続

23 ダム 上津浦ダム 河川総合開発事業 有明町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ V=138,000m3､H=54.0m H1 H16 (イ) 171.0 161.7 95% 継続

24 ダム 高浜ダム 河川総合開発事業 天草町 重力式ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ V=43,500m3､H=44.0m H4 H22 (イ) 85.0 6.3 7% 中止

25 海岸保全 荒尾海岸 海岸保全施設整備事業 荒尾市 緩傾斜護岸工 L=3,190m S56 H18 (イ) 35.5 30.4 86% 継続

26 港湾 三角港 港湾環境整備事業 三角町 面積 A=1.6ha H6 H20 イ 2.8 1.1 39% 継続

27 港湾 三角港 港湾改修事業 三角町 浮桟橋 1基 H11 H17 ア 2.0 0.1 5% 休止

28 街路 長洲玉名線 緊急地方道路整備事業 長洲町 延長 L=1,270m､幅員 W=36.0m H11 H22 ア 38.0 0.8 2% 継続

29 地すべり 袴  野 地すべり対策事業 益城町
集水井工 4基､横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ L=4,883m､
ｱﾝｶｰ工 68本､杭打工 101本

S62 H19 (イ) 9.9 8.2 83% 継続

30
畑地帯総
合整備

大津北部 県営畑地帯総合整備事業
大津町
旭志村

畑地かんがい A=188ha､農道工 L=5,725m､
区画整理 A=188ha

S63 H19 (イ) 32.4 20.4 63% 継続

31 農道整備 豊野西部 県営農免農道整備事業 豊野町 延長 L=3,331m､幅員 W=7.0m H2 H16 イ 14.4 13.3 92% 継続

32 海岸保全 沖新 海岸保全施設整備事業 熊本市 堤防工 L=3,478m､樋門工 1基､消波工 L=1,868m S33 H24 (イ) 36.2 27.6 76% 継続

33 海岸保全 浦田学料 海岸保全施設整備事業 熊本市 堤防工 L=3,003m､樋門工 1基､消波工 L=2,979m S33 H24 (イ) 42.1 33.0 78% 継続

34 海岸保全 郡築 海岸保全施設整備事業 八代市 堤防工 L=2,965m､樋門工 4基､消波工 L=2,725m S33 H19 (イ) 36.2 34.4 95% 継続

35 海岸保全 文政 海岸保全施設整備事業 鏡町 堤防工 L=5,894m､樋門工 5基､消波工 L=4,500m S33 H24 (イ) 60.1 51.7 86% 継続

36 海岸保全 金剛 海岸保全施設整備事業 八代市 堤防工 L=6,049m､樋門工 3基､消波工 L=5,120m S37 H24 (イ) 74.5 52.5 71% 継続

37 海岸保全 洲口 海岸保全施設整備事業 八代市 堤防工 L=､樋門工 1基､消波工 L=1,300m S39 H19 (イ) 13.0 11.2 86% 継続

38 海岸保全 昭和 海岸保全施設整備事業 八代市 堤防工 L=2,597m､樋門工 3基､消波工 L=1,800m S46 H19 (イ) 72.3 64.5 89% 継続

39 海岸保全 豊川 海岸保全施設整備事業 松橋町 堤防工 L=1,049m､樋門工 5基､消波工 L=1,049m S49 H24 (イ) 30.1 21.1 70% 継続

40 海岸保全 和鹿島 海岸保全施設整備事業
小川町
竜北町

堤防工 L=7,331m､樋門工 3基､消波工 L=5,000m S49 H24 (イ) 99.8 82.6 83% 継続
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41 海岸保全 日奈久 海岸保全施設整備事業 八代市 堤防工 L=1,390m､樋門工 1基､消波工 L=640m S55 H19 (イ) 16.0 13.9 87% 継続

42 海岸保全 網田 海岸保全施設整備事業 宇土市 堤防工 L=1,625m､樋門工 1基､消波工 L=1,625m S56 H24 (イ) 23.3 15.1 65% 継続

43 海岸保全 乙畠口 海岸保全施設整備事業 熊本市 堤防工 L=1,588m､樋門工 3基､消波工 L=850m S61 H19 (イ) 21.9 18.3 83% 継続

44 海岸保全 小白 海岸保全施設整備事業
熊本市
天水町

堤防工 L=1,833m､樋門工 1基､消波工 L=898m S63 H24 (イ) 6.8 3.0 44% 継続

45 海岸保全 大口 海岸保全施設整備事業 三角町 消波工 L=592m H6 H24 イ 15.6 6.8 44% 継続

46 林道 中央砥用
ﾌｫﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業
ふるさと林道緊急整備事業

中央町
砥用町

延長 L=23,200m､幅員 W=5.0m H2 H19 (エ) 80.4 58.8 73% 継続

47 林道 西岳不動岩
ﾌｫﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業
ふるさと林道緊急整備事業

山鹿市
鹿北町
菊鹿町

延長 L=17,300m､幅員 W=5.0m H10 H24 エ 26.9 11.8 44% 継続

48 林道 矢部水越
ﾌｫﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業
ふるさと林道緊急整備事業

御船町
矢部町

延長 L=21,843m､幅員 W=5.0m S61 H16 (エ) 56.4 54.1 96% 継続

49 林道 坂本山江
ﾌｫﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業
ふるさと林道緊急整備事業

坂本村
山江村

延長 L=28,111m､幅員 W=5.0m S56 H19 (エ) 65.2 52.5 81% 継続

50 林道 福根
ﾌｫﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業
ふるさと林道緊急整備事業

泉村 延長 L=18,800m､幅員 W=4.0m S62 H22 (エ) 35.2 24.9 71% 継続

51 林道 久連子椎原
ﾌｫﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業
ふるさと林道緊急整備事業

泉村 延長 L=11,330m､幅員 W=5.0m H1 H16 (エ) 28.0 26.8 96% 継続

52 林道 泉五木
ﾌｫﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業
ふるさと林道緊急整備事業

泉村 延長 L=10,355m､幅員 W=4.0m H4 H16 (エ) 22.0 20.3 92% 継続

53 林道 槻木南
ﾌｫﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業
ふるさと林道緊急整備事業

多良木町 延長 L=19,338m､幅員 W=4.0m S61 H16 (エ) 44.7 43.8 98% 継続

54 林道 梅木鶴
ﾌｫﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業
ふるさと林道緊急整備事業

水上村 延長 L=29,900m､幅員 W=4.0m S54 H20 (エ) 66.4 49.7 75% 継続

55 林道 相良五木
ﾌｫﾚｽﾄ･ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業
ふるさと林道緊急整備事業

相良村
五木村

延長 L=16,850m､幅員 W=4.0m H4 H20 (エ) 28.8 19.7 68% 継続

56 下水道 南関 特定環境保全公共下水道事業 南関町 計画処理面積 A=114ha 計画処理人口 N=3,400人 H6 H25 イ 44.1 25.5 58% 継続

57 下水道 苓北 特定環境保全公共下水道事業 苓北町 計画処理面積 A=251ha 計画処理人口 N=6,900人 H6 H23 イ 78.0 72.1 92% 継続

58 下水道 天草 特定環境保全公共下水道事業 天草町 計画処理面積 A=61ha 計画処理人口 N=2,400人 H8 H24 エ 36.0 12.1 34% 継続

59 農道整備 宇土南部 県営農免農道整備事業 宇土市 延長 L=2,400m､幅員 W=7.0m H4 H26
　　休止
  →再開

13.0 1.4 11% 再開
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１．対象選定理由（要綱第２条関係）

            ア　事業採択後５年間を経過した時点で未着工の事業

            イ　事業採択後１０年間を経過した時点で、一部供用されている事業を含め、継続中の事業

            　　 または、社会情勢の急激な変化等により、再評価を実施する必要があると判断された事業

            ウ　事業採択前の準備・計画段階で５年間が経過している事業

            エ　国庫補助事業について、国において当該事業を所管する省庁から別に再評価の対象要件が示された事業

            なお、再々評価に該当する事業は、（　　　）にて表示している。

２．予定進捗率は事業費ベースで記入している。

３．対応方針は継続、休止、中止の別を記入している。

            継続　：　事業を継続することが妥当と判断されるもの

            休止　：　事業を一時的に休止することが妥当と判断されるもの

            中止　：　事業を中止することが妥当と判断されるもの

            再開　：　休止した事業の再開が妥当と判断されるもの


